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令和８年度第６１回全国高等学校体育連盟研究大会における

配宿及び弁当調達業務等委託企画提案仕様書

   令和８年度第６１回全国高等学校体育連盟研究大会大分県準備委員会  

１ 業務の名称

  令和８年度第６１回全国高等学校体育連盟研究大会における配宿及び弁当調達業務

２ 業務の目的

令和８年度第６１回全国高等学校体育連盟研究大会（以下「研究大会」という。）に参加する関係者の配

宿及び期間中の弁当の調達等を実施する。

３ 契約期間

  契約締結日から令和９年２月 26 日まで

４ 研究大会の概要

(1) 開催要項（案）  別紙１のとおり

(2) 宿泊者数・弁当数概要実績  別紙２のとおり

５ 業務の内容

(1) 受付業務（参加申込み、報告書購入申込み）

  ※別添１開催要項（案）１４参照

  (2) 研究大会の参加者の配宿業務

  ※別添１開催要項（案）１５参照

(3) 研究大会の参加者の弁当調達業務

  ※別紙３のとおり

６ 業務に要する経費

  本件業務に要する一切の費用については、受託者の負担とする。

７ 成果物等

  ５(1)、５(2)及び５(3)について大会後の業務報告書を作成し提出すること。

  その他、委託者が指示する書類

８ 納品期限及び納品場所

(1) 提出期限

   令和９年２月 26 日（金）
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(2) 納品場所

   大分県高等学校体育連盟事務局

〒870-0931 大分県大分市西浜４番２号 大分県立大分商業高等学校内

９ 機密保持

受託者は、本業務により知り得た情報について、本業務以外の目的で使用し、又は第三者に漏えいしては

ならない。協定期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。

10 業務実施に当たっての留意事項

(1) 第三者への委託

   業務の全部又は一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。

   ただし、あらかじめ委託者から書面による承認を得た場合は、この限りではない。

(2) 個人情報の取扱い

   本件業務を通じて取得した個人情報は適切な管理のために、必要な措置を講じるものとする。

(3) 損害のために必要を生じた経費の負担

   業務の処理に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために生じた経費は、受託者が

   負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたもの（参加者数が見込みを下回っ

  たことによるものは除く）については、委託者が負担するものとする。

(4) 定めのない事項等

   本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じたときは、遅滞なく委託者と協議して定めるもの

とする。

(5) 本契約の実施に伴って生じた一切の成果に対する権利は、その生じた時から委託者に帰属する。

(6) 本件業務の委託者は、令和８年度第６１回全国高等学校体育連盟研究大会大分県準備委員会会長である

が、令和８年度第６１回全国高等学校体育連盟研究大会大分県実行委員会（以下「実行委員会」とい

う。）が設立された際は、同委員会会長がこれを継承するものとする。


